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新たな育種技術を用いて作出された生物へのカルタヘナ法 
の適用に係る相談の受付等について 

 
このことについて、平成 27 年 9 月 11 日付け 27 消安第 3177 号をも

って、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長から別添のとおり通知

がありました。 

このたびの通知は、新たな育種技術を用いる場合、一過的であれ遺伝

子組み換え生物を使用する際は、カルタヘナ法に基づき、主務大臣の承

認または確認を受ける必要があるが、同省では作出された生物がカルタ

ヘナ法に該当する遺伝子組み換え生物等に該当するか否かに関し、個別

に相談に応じるので、その旨了知の上、本会関係者に対する周知が依頼

されたものです。 

つきましては、以上について、貴会関係者に周知方よろしくお願いい

たします。 
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